
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

雇用の質を高め、生産性を革新する 
 
 

―「非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善」に関する考え方― 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016年５月 11日 
 

公益社団法人 経済同友会



 
 

目 次 

 

はじめに .............................................................................................. 1 
 
１．基本的考え方（検討の視点）  ..................................................... 1 
（１）わが国産業・企業の生産性向上、競争力強化に結び付ける 
（２）「正規」「非正規」の区分を超えた多様な働き方を柔軟に 

選択できる社会を実現する 
 
２．解決すべき課題 ............................................................................ 2 
課題１：「不本意非正規雇用労働者」の縮減 

課題２：活躍の機会が限定されている層の活躍推進 

    
３．企業として取り組むこと .............................................................. 4 
課題１：「不本意非正規雇用労働者」の縮減  
（１）公正な評価・処遇の徹底、意欲・能力のある人財の処遇改善 
（２）採用のあり方の見直し（新卒・既卒ワンプール／通年採用） 

 
課題２：活躍の機会が限定されている層の活躍推進 
（１）多様な正社員制度の積極的導入・活用 
（２）配偶者手当等のあり方の見直し 
（３）兼業禁止規定の緩和 

 
４．政府への要請 ................................................................................ 6 
課題１：「不本意非正規雇用労働者」の縮減 
（１）施策の実効性向上に向けた効果検証と不断の見直し 
（２）公的職業訓練、職業紹介、雇用仲介事業の改善・充実 

 
課題２：活躍の機会が限定されている層の活躍推進 
（１）働き方の選択に対して中立的な税制・社会保障制度の構築 
（２）柔軟な働き方を可能とする法制の整備 

 
おわりに .............................................................................................. 8 
【雇用・労働市場の中長期的課題】 

～多様な人財が真に活躍できる働き方改革の実現と 
円滑な労働移動を促す環境の整備に向けて～ 

 
2015 年度 雇用・労働市場委員会 名簿 ........................................... 9 
2015 年度 人材の採用・育成・登用委員会 名簿 ............................. 12 



1 
 

はじめに 

 
 人口減少、超高齢社会に直面するわが国が、持続的な経済成長を実現し、豊

かな経済社会を築いていくためには、人財1の質を高め、一人あたりの労働生産

性を革新していくことが不可欠である。政府が、雇用の質を高めるという観点

から推進している「非正規2雇用労働者の正社員転換・待遇改善」の取り組み3も、

こうした問題意識に基づいて考えていく必要がある。 
 本会では、多様な人財が真に活躍できる働き方改革の実現と円滑な労働移動

を促す環境の整備が喫緊の課題であるという認識の下、今後この問題をさらに

深く掘り下げて検討し、社会の多様な主体と対話していくにあたり、企業、政

府が取り組むべき課題について、まずはこれまでの本会の考え方を整理し、以

下にとりまとめた。なお、企業が取り組むべき課題については、「人材の採用・

育成・登用委員会」において、政府が取り組むべき課題については、「雇用・労

働市場委員会」において各々検討を行った。 
 

１．基本的考え方（検討の視点） 

 

 （１）わが国産業・企業の生産性向上、競争力強化に結び付ける 

 

 第一に、「非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善」は、わが国産業・企業

の生産性向上や競争力強化に結び付くものとする必要がある。それによって、

継続的な処遇改善や安定的な雇用の創出につながる好循環も生まれる。もちろ

ん、「正社員転換・処遇改善」が直ちに生産性向上に結び付くものではない。企

業経営者は、人財への投資こそ生産性向上と競争力強化の源泉という意識の下、

主体的に働く意欲を持ち、自らキャリアを高める努力を続ける人財を、公正に

評価・登用・処遇していく環境を整備する必要がある。この投資効果の発現ま

では長い道のりを要することも念頭に置きつつ、中長期的な視点で取り組むこ

                                            
1 資産、財（たから）となる人材という意味を込めて、本提言では「人財」と表す。 
2 厚生労働省「望ましい働き方ビジョン」（非正規雇用のビジョンに関する懇談会報告、2012年３月）に
よれば、雇用形態に係る法制的な観点から、便宜的に、①期間の定めがない、②所定労働時間がフルタイ

ム、③直接雇用（労働者派遣のような雇用関係と指揮命令関係が異なるもの（間接雇用）ではない）のい

ずれも満たすものを「正規雇用」、それ以外の雇用形態を「非正規雇用」としている。 
3 「『日本再興戦略』改訂 2015」（2015年 6月 30日閣議決定）に「『正社員転換・雇用管理改善プロジェ 
クト（仮称）』を年度内に策定し、非正規雇用労働者の正社員転換等を加速させる」と明記。これに基づ 
き、2015年 9月 24日に厚生労働省内に「正社員転換・待遇改善本部」が設置され、2016年 1月 28日 
に「正社員転換・待遇改善実現プラン」が公表された。 
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とが重要である。 
 
 （２）「正規」「非正規」の区分を超えた多様な働き方を柔軟に選択できる 

社会を実現する 

 

 第二に、「正規」「非正規」という区分を超えて、多様な働き方の選択肢が存

在し、個人の価値観、キャリア志向、ライフステージにおける多様なニーズに

応じて、働き方を主体的に選択できる「ワーク・ライフ・マネジメント」が可

能な社会の実現をめざしていくべきである。環境変化の激しい時代において、

労働人口減少の中長期見通しを念頭にグローバル化を勝ち抜いていくためには、

経営者・労働者双方にパラダイムシフトが求められる。「正規」「非正規」の二

元論からの脱却を図らなければ、多様な人財の活躍を促すことはできない。 
 

２．解決すべき課題  

 

課題１：「不本意非正規雇用労働者」の縮減 

 

 非正規雇用問題については、「雇用労働者全体に占める非正規雇用労働者の割

合が 37.5％」に達したことがクローズアップされがちであるが、正しい解決策
を導き出すためには、現状をより深く分析していく必要がある4。 
 この 10年間の趨勢を見ると、非正規雇用労働者は 2005年の 1,634万人から
2015 年の 1,980 万人へと 346 万人増加した。その増加の主な要因は、①65 歳
以上の高齢者（＋159万人）、②64歳以下の女性パート（＋141万人）である。 
 政府の「正社員転換・待遇改善実現プラン」で主なターゲットとなっている

「不本意非正規雇用労働者5」の非正規雇用労働者全体に占める割合について見

てみると、上記①層（高齢者）では 8.8％、同②層（女性）では 12.3％と、全体
平均（16.1%）に比べて必ずしも高くない。他方、不本意非正規の割合が最も高
いのは、25～34歳の若年層（不本意非正規割合 26.5%）であり、特に男性に限
定すると 40.0％に達している。政府は、25～34歳の若年層における不本意非正
規の割合を 2021年までに半減する目標6を掲げている。 
若年層が「低賃金」「不安定雇用」のまま、あるいは「無業者」となって固定

化してしまうと、将来的にスキルが蓄積されず産業・企業、ひいてはわが国全

                                            
4 数値は、総務省「労働力調査（詳細集計）（2015年実績（2016年 1月公表））」を引用。 
5 非正規雇用についた主な理由が「正規の職員・従業員の仕事がないから」と回答した者をさす。 
6 「正社員転換・待遇改善プラン」では、2014年の実績値 28.4％を 2021年度までに半減するとしている。 
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体の生産性・競争力の低下を招く懸念があること、未婚率の上昇による少子化

の更なる進展が懸念されること、高齢の生活保護受給者が増加する可能性があ

ることなど、社会的課題を助長する懸念もあり、早急な対応が必要である。 
 

課題２：活躍の機会が限定されている層の活躍推進 

 
 前述したように、非正規雇用労働者の増加要因として、主として女性がパー

トを選択し就業するケースがある。この層は必ずしも不本意ではないが、家事・

育児との両立の観点から長時間労働や転勤など無限定な働き方が難しいことを

理由として「非正規」を選択しており、結果的に意欲のある優秀な女性労働者

層の活力が十分に活かせていない可能性がある。また、女性に限らず、今後は

男性も育児や介護などライフステージに応じて、従来のような無限定な働き方

を選択することが難しい場合も増えていくことが想定される。 
 こうした状況の中で、生産性向上と多様な人財の活躍を促していくためには、 

「働き方の二極化」を解消し、ワーク・ライフ・マネジメントの観点や働く者

の希望に応じた柔軟な働き方を実現することが望ましい。企業としても、労働

力不足に直面する中、意欲や能力がありながら、限定的な働き方にならざるを

得ない人財も積極的に活用し、更なる能力発揮につなげていくことが重要であ

る。 
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３．企業として取り組むこと 

 
こうした課題の背景には、正社員偏重、新卒一括採用、長時間労働などいわ

ゆる日本的雇用慣行の問題がある。 
これらの慣行は、わが国の文化に根差した面もあり、単に仕組みを変えれば

すぐに改まるものではない。 
したがって、まずは企業経営者自身が旧来の慣行を打破する覚悟を持ち、課

題解決に向けてリーダーシップを発揮する必要がある。 
 
課題１：「不本意非正規雇用労働者」の縮減 

 
（１）公正な評価・処遇の徹底、意欲・能力のある人財の処遇改善 

・雇用形態に拘らず、職務または職能に応じた格付け・評価制度の整備等を

通じて公正な評価を行い、成果に応じた処遇を実現する。また､労働者が処

遇の将来見通しを把握できるよう、能力・スキルの向上に応じたステップ

アップの道筋を明確化する。公正な評価を通じて、意欲・能力があり、希

望する人財については、各社の事情やニーズに応じて、積極的に正社員転

換を図る7。 
 

・教育投資に関しても、雇用形態に拘らず、短期・中期・長期的視点で段階

的に行い、人財が主体的に能力・スキルを向上させていくことのできる環

境を整備する。 
 

（２）採用のあり方の見直し（新卒・既卒ワンプール／通年採用）8 

・若年層の不本意非正規雇用を生み出す一因として、新卒一括採用と終身雇

用を前提にした雇用慣行が指摘されている。新卒一括採用は、若年層の安

定雇用に寄与しているとされるが、他方で、学校卒業時に希望する就職が

できなかった、あるいは何らかの事情により中途退職した場合、再挑戦の

機会を限定的にしているのが現実である。 
 

・企業は、新卒者に限らず、中途採用を積極的に行う必要がある。その際、

中途採用が不利にならない仕組み、すなわち、年功序列・横並びではなく、

                                            
7 労働力不足を背景に、サービス業を中心に、優秀な人財を確保するために正社員転換を積極的に推進す
る動きが広がっている。 

8 経済同友会 「『新卒・既卒ワンプール／通年採用』の定着に向けて」（2016年 3月 28 日） 
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職務内容・能力・職責・成果に応じて評価・処遇される仕組みなどが求め

られる。また、多様な人財を確保する観点からも、新卒一括採用に偏重し

た採用慣行を見直し、通年採用の拡大をめざす。 
 
・地方や中小企業を中心に、若年層の採用が困難になっている。トライアル

雇用奨励金9を活用し、企業としても潜在的に活躍できる人財の掘り起しを

行い、意欲ある若年層の雇用機会を拡大する。 
 

課題２：活躍の機会が限定されている層の活躍推進 

 
（１）多様な正社員制度の積極的導入・活用 

・予め職務、勤務地、労働時間等を限定した限定正社員を、これまで以上に

各社で積極的に導入するなど、多様な働き方の選択肢を用意する。その際

には、限定の度合いに応じて合理的かつ妥当な処遇水準を設定する必要が

ある。 
 
・また、社内における多様な働き方やキャリア形成を進め、社員の能力や希

望にかなった働き方を実現して生産性を向上させるためには、限定正社員

から無限定の正社員へ、またその逆へと双方向の転換が可能な仕組みとす

る。 
 
・さらに、無限定な正社員を選択する場合でも、長時間労働の是正をはじめ

とする働き方改革、テレワークの推進などの環境整備を企業経営者の強い

意志とリーダーシップにより行っていくことが重要である。 
 
（２）配偶者手当等のあり方の見直し 

・配偶者を持つ女性が非正規雇用を選択する理由の一つとして、企業の配偶

者手当等の存在が指摘されている。企業としても、配偶者手当等のあり方

を見直し、その財源を子育て支援に振り替えるなど、各社の事情に応じて、

社会の課題解決に貢献していく。 
 
（３）兼業禁止規定の緩和 
・個人の専門性を多様な場所で活かすという観点から、本会では兼業禁止規

                                            
9 職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等 
の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成金を支給。 
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定の緩和を提言してきたが10、兼業の推進は非正規雇用の待遇改善にも有効

である。すなわち、非正規雇用比率が高く、生産性が低い産業（例えば地

方の観光産業など）では、単独の仕事で十分な所得を得られない場合が多

い。また、季節によって繁閑の差が激しいと、雇用も不安定になりがちで

ある。そこで、異なる業種の繁閑をうまく組み合わせ、個人が複数の仕事

に携わることができれば、平均所得が上がり、生活の不安を解消できる。

こうした観点から、会社が認める範囲内において、従業員が積極的に兼業

できるように、就業規則上の兼業禁止規定の緩和を行う。 
 

４．政府への要請 

 

課題１：「不本意非正規雇用労働者」の縮減 

 

（１）施策の実効性向上に向けた効果検証と不断の見直し 

・政府の「正社員転換・待遇改善実現プラン」には、「ハローワークにおける

正社員就職の実現」「雇用仲介事業のあり方の見直し」「公的職業訓練等の

実施」といった施策が盛り込まれている。ただ、過去においても、若年者

雇用対策として様々な施策が実行されており、これらがどれだけ成果を挙

げてきたのか、効果検証が必要である。 
 

・今回の施策の実効性を高めるためにも、公的職業訓練のカリキュラム、職

業紹介や雇用仲介の実績について、PDCA サイクルを機能させ、改善点が
あれば不断に見直していくべきである。 
 

（２）公的職業訓練、職業紹介、雇用仲介事業の改善・充実 

・公的職業訓練や、大学や専門学校などの高等教育機関を含めた職業能力開

発教育の強化については、現行の製造業を中心にした技能実習や、事務職

を想定した OA 実習中心のものに加え、今後更なる需要拡大が見込まれる
「観光」「介護・福祉」分野等において、現場のサービスリーダーを担える

ような高いスキルを備えた人財育成を行うべきである。 
 

・また、運転士、看護師、介護士、保育士などの「し」業職種に代表される

                                            
10 経済同友会「若者に魅力ある仕事を地方で創出するために―“志ある者が動けるメカニズム”を創ろ
う―」（2016年 3月 23日）。同提言では、企業の従業員が地域活性化の業務に携わりやすくするという
観点から、兼業禁止規定の緩和を提唱した。 
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技能専門職等は企業横断的な専門性と汎用性が高いため、個別企業による

職業能力開発に加え、学校教育などによる専門的な職業能力開発を強化す

るべきである。 
 

・加えて、企業のニーズに適した人財育成を行うためにも、企業との連携が

欠かせない。キャリア形成促進助成金11など企業内の職業能力開発を支援す

る制度を拡充するとともに、学校教育段階における企業との連携を強化す

るべきである。 
 
課題２：活躍の機会が限定されている層の活躍推進 

 
（１）働き方の選択に対して中立的な税制・社会保障制度の構築 

 

・配偶者を持つ女性が非正規雇用の選択（就業調整）を行う主な要因として

は、非課税限度額、配偶者控除、社会保障の被扶養者、企業の配偶者手当

等（いわゆる「103 万円の壁」、「130 万円の壁」）がある。育児・家事支援
の拡充等女性の活躍推進の環境整備を進めながら、働き方の選択に対して、

より中立的な税制・社会保障制度を構築していくべきである。 
 

（２）柔軟な働き方を可能とする法制の整備 

 

・労働基準法の「労働時間把握義務」「深夜割増賃金」等により、企業によっ

ては深夜・早朝の在宅勤務を禁じており、テレワークの利点を最大限に活

かした働き方ができているとは言えない。テレワークについては、例えば、

オフィスで働く業務時間も含め１カ月単位で働き過ぎを防止するなどの健

康確保策を前提として、１日あたりの労働時間が８時間に満たない場合は、

深夜の割増賃金支払いの適用除外とすべきである。 
 
・また、多様で柔軟な働き方改革の実現に向けて、現在、国会で継続審議と

なっている「高度プロフェッショナル制度」の導入を含む労働基準法の改

正等、労働関連法案の整備、労働市場改革を早急に進める必要がある。 
  

                                            
11 労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練などを段階的かつ体系的に実施する事業主に 
対して助成する制度。具体的には、従業員に対して行う職業能力開発に関する計画に基づいて訓練など

を行った事業主に対して、その経費と訓練期間中に支払った賃金の一部を助成。 
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おわりに 

【雇用・労働市場の中長期的課題】 

 ～多様な人財が真に活躍できる働き方改革の実現と円滑な労働移動を促す 

   環境の整備に向けて～ 

 
 生産年齢人口が減少する中、グローバル競争は激しさを増している。企業が

生産性と競争力を維持・向上し続けるためには、多様な人財が自らの意欲・能

力やライフステージに応じて真に活躍できる「ワーク・ライフ・マネジメント」

が可能な社会を実現する必要がある。そのためには、これまで以上に柔軟な働

き方が可能となる環境整備を進めなければならない。 
加えて、質の高い雇用の創出が期待できる、生産性の高い企業への労働移動

を円滑に進めていく必要性も指摘されている。そのためには、職業訓練の充実

や企業横断的な職業能力評価制度の整備、主要先進国で広く導入されている解

雇紛争ルールの導入検討、およびセーフティネットの拡充など、社会全体で切

れ目のない雇用を生み出す仕組みづくりが不可欠である。 
また、全労働人口における会社規模別の就業者比率においては、中小企業の

就業者が大多数を占めており、また、いわゆる大企業の正社員と中小企業の正

社員では、現行制度上の実質的な労働者保護（例えば解雇時の対応）が異なる

ことから、正社員の間においても格差が生じている。こうしたことから、中小

企業の生産性向上に資する攻めの労働政策12が求められており、この点において

も今後重点的な検討が必要である。 
 
 本会では、柔軟な働き方が可能となる環境や労働市場のあるべき姿について

議論を深め、今夏を目途に具体的な提言をとりまとめ、①雇用・労働市場委員

会より、「正規」「非正規」を超えた新しい働き方、AI・IoT 等デジタル化の著
しい進展に伴う職種の消滅や働き方の変化を踏まえた、労働市場のあるべき姿

について、②人材の採用・育成・登用委員会より、これまでの企業経営者の行

動宣言（「ダイバーシティ」「働き方改革」等）の実現に向けて、本意見の内容

を含めた KPIを、各企業が主体的に設定し、積極的に取り組むことで、生産性
革新につなげていくことを、提唱する予定である。 

 

以 上 

                                            
12 経済同友会「『攻め』の労働政策へ 5つの大転換を—労働政策の見直しに関する提言—」（2014年 11月 26
日） 
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